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一 

 



 

各
施
設
ご
と
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
額
及
び
そ
の
内
訳
の
う
ち
御
質
問
の
事
項
に
係
る
金
額
に
つ
い
て
、
一
般
会
計
繰
入
基

準
の
各
項
目
に
則
し
て
、
平
成
五
年
度
決
算
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
れ
ば
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。 

衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
国
立
病
院
・
療
養
所
の
運
営
の
健
全
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

国
立
病
院
特
別
会
計
に
お
い
て
経
理
さ
れ
る
国
立
病
院
、
国
立
療
養
所
及
び
国
立
高
度
専
門
医
療
セ
ン
タ
ー
（
平
成
五
年
度
末

二
百
三
十
施
設
）
の
各
施
設
へ
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
額
の
配
分
は
、
各
施
設
の
各
年
度
の
事
業
計
画
に
お
い
て
歳
入
及
び

歳
出
の
見
込
み
並
び
に
一
般
会
計
繰
入
基
準
を
踏
ま
え
算
定
さ
れ
る
額
を
基
本
と
し
つ
つ
、
当
該
年
度
中
の
実
際
の
歳
入
及
び

歳
出
の
状
況
を
勘
案
し
て
決
定
し
て
い
る
。 

国
立
病
院
特
別
会
計
へ
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
に
つ
い
て
は
、「
い
わ
ゆ
る
一
般
医
療
に
つ
い
て
は
診
療
収
入
に
よ
り
賄
い
、

政
策
医
療
は
一
定
の
経
営
努
力
を
前
提
と
し
つ
つ
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
を
行
う
と
と
も
に
、
臨
床
研
究
、
養
成
・
教
育
研

修
、
保
健
医
療
情
報
の
集
積
・
普
及
な
ど
国
立
病
院
・
療
養
所
が
行
う
保
健
医
療
施
策
に
必
要
な
財
源
、
国
立
施
設
と
し
て
の

基
盤
整
備
た
る
施
設
整
備
の
一
定
部
分
に
つ
い
て
も
繰
り
入
れ
る
」
と
い
う
考
え
方
に
の
っ
と
り
策
定
し
た
一
般
会
計
繰
入
基

準
を
踏
ま
え
行
っ
て
い
る
。 

一
及
び
二
に
つ
い
て 
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